
　

北
海
道
労
働
委
員
会
で
は
、
突

然
の
解
雇
や
賃
金
未
払
い
な
ど
、

労
働
者
個
人
と
使
用
者
間
の
労
働

問
題
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

を
支
援
す
る
「
個
別
的
労
使
紛
争

あ
っ
せ
ん
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

労
働
問
題
に
精
通
し
た
公
・
労
・

使
の
各
委
員
三
人
一
組
の
あ
っ
せ

ん
員
が
、
当
事
者
か
ら
事
情
を
聴

き
、
問
題
点
に
応
じ
た
助
言
等
を

行
っ
て
双
方
の
歩
み
寄
り
に
よ
る

解
決
を
図
り
ま
す
。

　

申
請
は
簡
単
・
無
料
で
、
秘
密

厳
守
の
上
、
迅
速
に
対
応
し
ま

す
。
札
幌
近
郊
以
外
の
方
に
は
現

地
に
出
向
い
て
申
請
受
付
や
あ
っ

せ
ん
を
行
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

　

http://w
w
w.pref.hokkaido.

　

lg.jp/rd/sm
s/

○
「
あ
っ
せ
ん
」
窓
口

（
相
談
・
申
請
）

・
北
海
道
労
働
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

事
務
局
調
整
課

　

☎
0
1
1
│
2
0
4
│
5
6
6
7

（
直
通
）

・
月
〜
金
曜
日　

　

午
前
8
時
45
分〜

午
後
5
時
30
分

（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

・
住
所

　

〒
0
6
0
│
8
5
8
8

　

札
幌
市
中
央
区
北
3
条
西
7
丁

　

目
道
庁
別
館
10
階

　

北
海
道
内
で
事
業
を
営
む
使
用

者
お
よ
び
そ
の
事
業
場
で
働
く
す

べ
て
の
労
働
者（
臨
時
、
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含

む
）に
適
用
さ
れ
る
北
海
道
最
低

賃
金
が
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま

し
た
。

○
最
低
賃
金
に
は
、
精
皆
勤
手

当
、
通
勤
手
当
、
家
族
手
当
、
臨

時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
お
よ
び
時

間
外
等
割
増
賃
金
は
算
入
さ
れ
ま

せ
ん
。

○
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支

払
わ
な
い
場
合
は
、
最
低
賃
金
法

違
反
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

○
特
定
の
産
業（「
処
理
牛
乳
・

乳
飲
料
、
乳
製
品
、
糖
類
製
造

業
」、「
鉄
鋼
業
」、「
電
子
部
品
・

デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機

械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製

造
業
」、「
船
舶
製
造
、
修
理
業
、

船
体
ブ
ロ
ッ
ク
製
造
業
」）で
働

く
者
に
は
北
海
道
の
特
定（
産
業

別
）最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
函
館
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
0
1
3
8
│
23
│
1
2
7
6

・
江
差
駐
在
事
務
所

　
☎
0
1
3
9
│
52
│
1
0
2
8

ご
存
じ
で
す
か
？

労
働
委
員
会

〜
雇
用
の
ト
ラ
ブ
ル
ま
ず
相
談
〜

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金

使
用
者
も
、
労
働
者
も

　業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事
業場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。
　生産性向上のための設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行い、事業場内最低賃
金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。制度の内
容につきましては下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
　１．北海道労働局雇用環境・均等部　企画課
　　　〒060－8566　札幌市北区北8条西2丁目　札幌第１合同庁舎9階
　　　☎011－788－7874
　２．相談無料の「北海道最低賃金総合支援センター」
　　　（受託者：北海道中小企業団体中央会）
　　　〒060－0001　札幌市中央区北１条西７丁目プレスト1・7ビル
　　   相談専門電話番号　☎0120－67－3110

最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等のお知らせ

～業務改善助成金の拡充のご案内～

平成28年10月1日からの
最低賃金は

786円
です
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